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コーポレートガバナンスに関する基本方針 

 

 

第１章 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

 

当社グループは、「自然の恵みを活かし、バイオ技術をベースに、人々に食の楽しさと健やかなくら

しを提供します。」というグループ企業理念の下、酒類や酵素医薬品等の分野において、発酵技術を核

とする「バイオテクノロジー」をベースとした事業を展開しています。 

その中において、当社グループは、お客様に「安心」・「安全」をお届けすることを第一に考え、グ

ループの普遍概念である「顧客志向」・「収益志向」に則り事業活動を行い、併せて「将来価値の共創」

に資する取組みを進め、経営品質の向上、ひいてはグループの持続的成長及び中長期的な企業価値最大

化を目指しています。 

当社グループは、かかる経営品質の向上、グループの持続的成長及び企業価値最大化の実現に向けて、

経営の意思決定過程の透明性・公正性を担保しつつ、これを前提とした迅速・果断な意思決定を促すこ

とができるコーポレートガバナンス体制の構築に取り組みます。 

 

 

第２章 株主の権利・平等性の確保 

 

１．基本的な考え 

当社は、株主（特に、少数株主や外国人株主）の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行う

とともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境を整備します。また、当社は、株主の

実質的な平等性の確保に努めます。[１] 

 

２．株主の権利の確保 

当社は、少数株主及び外国人株主を含むすべての株主の権利が実質的に確保されるよう、適切に対

応します。[１－１] 

 

（１） 当社取締役会は、株主総会における議決権行使結果を真摯に受け止め、反対率が２０％を超え

た場合には、その原因を分析し、必要に応じて、株主との対話その他の対応を行います。 

[１－１①] 

 

（２） 当社は、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得るような体制が整備さ

れていると判断した場合には、経営判断の機動性・専門性の確保のため、必要に応じて、株主総

会の決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案することを検討します。 

[１－１②] 
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（３） 当社は、少数株主にも認められている上場会社及びその役員に対する特別な権利（違法行為の

差止めや代表訴訟提起に係る権利等）を含めた株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事

実上妨げることのないよう配慮します。[１－１③] 

 

３．株主総会における権利行使 

当社は、株主総会が株主との重要な対話の場であると認識し、株主の視点に立って、株主総会にお

ける権利行使に係る適切な環境の整備に努めます。[１－２] 

 

（１） 当社は、株主総会招集通知、参考書類及び事業報告の充実化（絵、写真、図表の利用による記

載上の工夫等）や証券取引所への適時開示や当社ウェブサイトへの掲示等を通じて、株主総会に

おいて株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報を、積極的に提供します。 

[１－２①] 

 

（２） 当社は、株主総会招集通知をできる限り早期に発送するとともに、株主総会招集通知の発送に

先立ち、株主総会開催日の３週間以上前までに、その内容をＴＤnet や当社ウェブサイト等におい

て公表するよう努めます。[１－２②] 

 

（３） 当社は、定時株主総会開催日を、いわゆる集中日を避けて設定します。[１－２③] 

 

（４） 当社は、インターネットによる電子行使の導入や議決権電子行使プラットフォームの利用、必

要に応じた株主総会招集通知の英訳を通じて、株主の議決権行使の利便性の確保に努めます。 

[１－２④] 

 

（５） 当社は、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において信託銀行等に

代わって議決権行使等の株主権の行使をすることを予め希望する場合は、信託銀行等との協議を

行ったうえで、適切に対応します。なお、具体的な対応方法等については、全国株懇連合会が制

定した「グロ―バルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」等を参考にして、

信託銀行等と協議を行い、引き続き検討します。[１－２⑤] 

 

４．資本政策の基本的な方針 

（１） 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、次に掲げる３つの項目のバ

ランスを備えた資本政策を進めていくこととします。[１－３] 

① 資本効率の向上 

内部留保資金ついては、将来の成長に繋がる分野への積極的な研究開発投資・設備投資 

やＭ＆Ａによる事業拡大などに活用し、資本効率の向上に努めます。 

「中期経営計画２０２０」では、２０２０年において自己資本利益率（ＲＯＥ）を１０％ 

以上とすることを目標としています。 
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② 株主への還元 

株主還元については、当社の業績、連結決算の状況、中長期的な収益状況、設備投資計 

画、適正な内部留保額、配当性向などを総合的に勘案しながら、継続的・安定的に配当 

を行うこととします。 

「中期経営計画２０２０」では、２０２０年において１株当たりの配当金を１０円とす 

ることを目標としています。 

また、経営環境の変化への対応や資本効率の向上等のため、必要に応じて、自己株取得 

を検討します。 

③ 財務健全性の維持 

株主資本については、継続的な成長投資と突発的なリスクへの備えを両立できる十分な 

水準を維持することとします。 

 

（２） 当社は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、支配権の変動や大規模な希釈化をもた

らす資本政策（増資・ＭＢＯ等を含む）を実行する場合、既存株主を不当に害することのないよ

う、独立社外取締役を含む取締役会において、その必要性・合理性を十分に検討します。また、

その実行に際しては、法令及び証券取引所が定める手続並びに関係省庁が定めるガイドラインに

従った適正な手続を確保するとともに、株主への十分な説明に努めます。[１－６] 

 

５．政策保有株式 

当社は、当社グループの取引関係を維持・強化し、中長期的な企業価値向上に繋げることを目的と

して、上場会社の株式を政策的に保有します。 

当社取締役会は、主要な政策保有株式について、保有目的を踏まえたリターンとリスクを毎年検証

し、株式保有が取引関係の維持・強化を通じて当社グループ全体の中長期的な企業価値の向上に資す

ると判断される場合には、保有を継続します。 

政策保有株式の議決権の行使については、当社グループ全体の中長期的な企業価値向上に資するか

等を合理的に判断した上で議決権を行使します。[１－４] 

 

６．買収防衛策 

当社は、買収防衛策を導入していません。[１－５] 

 

（１） 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とは、当社グループの財務、事業の内

容及び企業価値を十分に理解し、当社グループ全体の企業価値及び株主共同の利益を持続的に確

保し、向上を可能とする者でなければならないと考えます。 

当社取締役会は、当社グループ全体の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある大規

模買付者によって当社株式が公開買付け等に付された場合には、株主が株式を手放す権利を不当に

妨げないよう、以下の措置を講じることとします。[１－５①] 

① 公開買付者等に対して、大規模買付行為の是非を株主が適切に判断するために必要かつ十分 

な情報開示を求めます。 

② 公開買付等に対する当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の検討に必要な時間の



4 

 

確保に努める等、適切な措置を講じます。 

 

７．関連当事者間の取引 

当社がその役員又は主要株主等と取引を行う場合には、当該取引について、予め独立社外取締役を

含めた取締役会の承認を得ることとし、事後に遅滞なく取締役会に報告することとします。[１－７] 

 

 

第３章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

 

１．基本的な考え 

当社は、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、

債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果である

ことを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。 

当社取締役会は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文

化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。[２] 

 

２．企業理念 

当社グループは、「自然の恵みを活かし、バイオ技術をベースに、人々に食の楽しさと健やかなく

らしを提供します。」というグループ企業理念の下、酒類や酵素医薬品等の分野において、発酵技術

を核とする「バイオテクノロジー」をベースとした事業を展開しています。[２－１] 

 

３．普遍概念・行動原則 

当社グループは、「顧客志向」・「収益志向」をグループの普遍概念とし、これを行動の基準とし

ます。企業理念及び普遍概念を体現するために必要な考え方として、次の行動原則を定めています。 

① グローバルスタンダードに基き戦略的に考え、行動します。 

② 顧客からの信頼を高め、新しい価値を創造し提供します。 

③ 自分の役割を認識し、最後まで責任を全うします。 

④ 自由な発想を大切にし、働きがいのある企業を目指します。 

当社グループは、普遍概念・行動原則の実践を通じて、ステークホルダーとの適切な協働とその利

益の尊重に努めるとともに、当社グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出の達成を

目指します。 

当社取締役会は、企業理念・普遍概念・行動原則を当社グループの事業活動の第一線にまでに広く

浸透し、遵守されるよう、グループ全体への周知・啓蒙に努めます。また、必要に応じて、行動原則

を見直し、改訂します。[２－２] 

 

（１） 当社取締役会は、普遍概念・行動原則が広く実践されているか否かについて、適宜又は定期的

にレビューを行い、必要な対応をとることで、普遍概念・行動原則の趣旨・精神を尊重する企業

文化・風土の醸成に努めます。[２－２①] 
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４．サステナビリティーを巡る課題 

当社グループは、企業理念及び普遍概念に基づいた事業活動を通じて、社会・環境問題をはじめと

するサステナビリティーを巡る課題の解決に取り組むことで、よき企業市民として社会に信頼される

企業を目指します。[２－３] 

 

（１） 当社取締役会は、サステナビリティー（持続可能性）を巡る課題への対応は重要なリスク管理

の一部であると認識し、適確に対処するとともに、これらの課題解決に積極的・能動的に取り組

みます。[２－３①] 

 

５．社内の多様性の確保 

当社は、当社グループ全体の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上のためには、多様な価値観

に基づく多様な視点をもつ人財が不可欠であるという考え方の下、当社グループの役員、従業員の属

性の多様化を図り、特性や個性を活かす組織づくりを推進します。 

具体的には、「性別」「年齢」「障害」「国籍」の４つの観点からの組織づくりを推進し、中でも、

女性活躍推進を重点課題として取り組みます。[２－４] 

 

６．内部通報 

当社は、当社グループの従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法又は不適切な行

為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が

客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報制度を整備します。当社取締役会は、その運用状

況を監督します。[２－５] 

 

（１） 当社は、経営陣から独立した窓口として、社外の弁護士による法令・コンプライアンス違反相

談窓口及び第三者機関によるハラスメント相談窓口を設けています。また、「内部通報制度に関

する規程」において、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する定めを設けています。 

[２－５①] 

 

 

第４章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

１．基本的な考え 

当社は、株主をはじめとする各種ステークホルダーの信頼の確保、ひいては当社グループ全体の持

続的成長及び中長期的な企業価値の向上の実現のため、財務状態・経営成績等の財務情報や、経営戦

略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に

行います。法令に基づく開示以外の情報提供についても、主体的に取り組みます。 

開示・提供される情報は株主との建設的な対話を行う上で基盤となることを踏まえ、正確で、利用

者にとって分かりやすく、情報として有用性の高い内容となるように努めます。[３] 
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２．情報開示の充実 

当社は、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現する

との観点から、以下の事項について開示し、主体的な情報発信に努めます。[３－１] 

① 当社は、企業理念、経営戦略、中期経営計画を、当社ウェブサイト等にて開示します。 

② 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びコーポレートガバナンスに関 

する基本方針を、当社ウェブサイト等にて開示します。 

③ 当社は、役員報酬の決定に関する基本方針と手続を、当社ウェブサイト等にて開示します。 

④ 当社は、取締役・監査役候補者指名方針と手続を、当社ウェブサイト等にて開示します。 

⑤ 当社は、取締役候補者・監査役候補者の選任理由を、株主総会招集通知等において開示します。 

 

（１） 当社取締役会は、情報開示にあたり、ひな型的な記述や具体性を欠く記述を避け、株主をはじ

めとする各種ステークホルダーにとって付加価値の高い記載となるよう努めます。[３－１①] 

 

（２） 当社は、英語版ウェブサイトを開設します。英語版ウェブサイトには、有価証券報告書、四半

期報告書のサマリーやファクトブック等を掲載します。また、狭義の株主総会招集通知及び参考

書類についても英語版を作成します。[３－１②] 

 

３．外部会計監査人 

当社は、外部会計監査人が、株主や投資家に対する開示情報の信頼性を担保する責務を負っている

ことを踏まえ、外部会計監査人が適正な監査をできる環境を整備します。[３－２] 

 

（１） 当社監査役会は、外部会計監査人の適切な選定・評価のための基準を策定し、基準に従い外部

会計監査人を評価します。また、当社監査役会は、外部会計監査人の独立性・専門性の判断基準

を策定し、基準に従い外部会計監査人の独立性・専門性を確認します。[３－２①] 

 

（２） 当社は、外部会計監査人の適正な監査の確保のために以下の対応を行います。[３－２②] 

① 外部会計監査人との事前協議の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しま 

す。 

② 外部会計監査人から面談等の要請があった場合、代表取締役及び担当取締役は必ずこれに応 

じることとします。 

③ 外部会計監査人と監査役、監査室は、必要に応じて会合を開き、常に連携を図ります。 

今後は、外部会計監査人と社外取締役が連携できる体制の整備を検討します。 

④ 外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や不備・問題点を指摘した場合には、 

速やかに調査を行い、是正することとします。また、当社監査役も、調査及び取締役等の調 

査報告の確認を行い、必要があれば代表取締役に対して是正を求めることとします。 
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第５章 取締役会等の責務 

 

１．基本的な考え 

当社グループは、「経営の監督機能と執行機能」を明確に区分する純粋持株会社体制を採用してい

ます。 

持株会社である当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、次の役割・責務

を果たすことによって、当社グループ全体の持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、収益・資

本効率等の改善を図ります。[４] 

（１）当社グループの企業戦略等の大きな方向性を示すこと 

（２）取締役及びグループ各社による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと 

（３）独立した客観的な立場から、取締役及びグループ各社の経営に対する実効性の高い監督を行 

うこと 

 

２．取締役会の役割・責務 

（１） 当社取締役会は、企業戦略等の大きな方向付けを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、

当社グループの目指すべき大きな方向性を示した長期ビジョン・中期経営計画・経営方針等につ

いて、建設的な議論をし、決定します。また、長期ビジョン・中期経営計画・経営方針等に基づ

き重要な業務執行を決定します。[４－１] 

 

ア．当社取締役会は、法令に規定された事項、定款に規定された事項、株主総会の決議により委任さ

れた事項、その他の経営上の重要な事項を決定し、それ以外の業務執行の意思決定に関しては、代

表取締役及び各担当取締役に委任します。 

当社取締役会は、取締役及びグループ会社から委任事項及び経営に関する事項について、報告を

受けることで、長期ビジョン・中期経営計画・経営方針等の大きな方向性との整合性を確認します。

[４－１①] 

 

イ．当社取締役会は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであると認識し、その実

現に努めます。 

中期経営計画の達成状況については、十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その分析を次

期以降の計画に反映することとします。[４－１②] 

 

ウ．当社は、当社取締役の後継者を当社グループ内の中核子会社の取締役又は執行役員として経営

の意思決定に関与させることを通じて、当社取締役として必要とされる知識・経験・能力を培わ

せます。 

 また、当社代表取締役の後継者を当社の取締役としてグループ経営の意思決定に関与させるこ

とを通じて、当社代表取締役として必要とされる知識・経験・能力を培わせます。 

当社取締役会は、取締役候補者の指名手続及び代表取締役の選定手続を通じて、後継者として必

要とされる知識・経験・能力の集積状況を把握し、育成計画を監督します。[４－１③] 
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（２） 当社取締役会は、取締役及びグループ各社の健全な企業家精神に基づく提案を促し、独立した

客観的な立場で、提案について多角的かつ十分な検討を行います。提案が実行される際には、取

締役及びグループ各社の迅速・果断な意思決定を支える環境を整備します。 

当社取締役の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家

精神の発揮に資するようなインセンティブ付けが機能するものとします。[４－２] 

 

ア．当社は、当社取締役（社外取締役を除く）の報酬に、短期の業績に連動する賞与に加え、中長期

的な連結業績に連動する株式給付信託を導入しています。株式給付信託は、当社の業績及び株式価

値との連動性をより明確にし、取締役の中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高め

るだけでなく、株価変動によるリスクを株主と共有することを目的としています。[４－２①] 

 

（３） 当社取締役会は、独立した客観的な立場から、取締役及びグループ各社の経営に対する実効性

の高い監督を行うことが取締役会の主要な役割・責務の一つであると捉え、会社の業績等の評価

と取締役の選任・解任等の人事権の行使を適切に行います。 

当社取締役会は、会社の業績等の評価を適切に行うため、適時開示体制を適切に整備し、その運

用を監督します。また、内部統制システム・リスク管理体制を適切に整備し、その運用を監督しま

す。 

当社取締役会は、取締役・主要株主等の関連当事者との取引においては、独立社外取締役を含め

た取締役会の事前承認を要することとし、利益相反を監督します。[４－３] 

 

ア．取締役の選任・解任については、意思決定過程の透明性・公正性を高めるため、代表取締役が会

社の業績等を踏まえて作成した原案を、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会におい

て審議し、取締役会で決定します。[４－３①] 

 

イ．当社取締役会は、コンプライアンス、財務報告に係る内部統制、リスク管理体制を整備し、その

運用状況の有効性を評価し、実効性の高い監督を実現します。[４－３②] 

 

（４） 当社取締役は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保し

つつ、当社及び株主共同の利益のために、その職務を執行します。[４－５] 

 

３．監査役会の役割・職務 

（１） 当社監査役及び監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、取締役の職務執行の監査、外

部会計監査人の選任・解任や監査報酬に係る権限を行使するにあたっては、独立した客観的な立

場で適切に判断することとします。 

当社監査役及び監査役会は、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、能動的・積極的に業

務監査・会計監査の権限を行使し、取締役会においてあるいは取締役に対して適切に意見を述べる

こととします。[４－４] 

 

ア．当社社外監査役は、独立した客観的立場から取締役の職務執行を監査します。また、専門的知識
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や経験基づき、当社取締役に対して当社グループ全体の持続的な成長及び企業価値の向上に資する

意見を述べることとします。当社常勤監査役は、その高度な情報収集能力を発揮し、精度の高い監

査を行います。 

当社監査役会は、かかる社外監査役の強固な独立性と常勤監査役の高度の情報収集能力を有機的

に組み合わせ、監査の実効性を高めることとします。 

当社監査役会は、独立社外取締役の情報集能力の強化を図るため、社外取締役との会合を定期的

に開催します。[４－４①] 

 

（２） 当社監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保し

つつ、当社及び株主共同の利益のために、その職務を執行します。[４－５] 

 

４．独立社外取締役 

（１） 当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営に対する監督の実効性を確保するため、業務執

行を行わない独立社外取締役を選任します。[４－６] 

 

（２） 当社の独立社外取締役は、次に掲げる役割を果たすことをその責務とします。[４－７] 

① 経営の方針や経営改善に対して、その知見に基づき、助言を行うこと。 

② 取締役会の重要な業務執行の意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。 

③ 会社と取締役・支配株主等との利益相反を監督すること。 

④ 株主からの受託者責任を認識しつつ、取締役・支配株主から独立した立場で、少数株主 

をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映すること。 

 

（３） 当社は、「取締役候補者指名方針」及び「社外役員の独立性に関する基準」に基づき、当社グ

ループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・責務を果たすことがで

きる独立社外取締役を２名以上選任します。 

また、経営に対する監督の実効性を高めるため、取締役全体の３分の１以上を独立社外取締役と

します。[４－８] 

 

ア．独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見・指摘・諮問できるよう、取締役会の前後の

代表取締役との会合や指名・報酬委員会等における代表取締役との意見交換を通じて、独立した客

観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図ります。[４－８①] 

 

イ．当社は、取締役会での審議に先立ち、代表取締役が直接独立社外取締役に対して原案を説明する

機会を設けるなどして、経営との連絡体制を整備します。 

独立社外取締役は、監査役会との会合を定期的に開催し、監査役会との連携を高めます。 

[４－８②] 

 

（４） 当社取締役会は、独自の「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、当社ウェブサイトに開

示します。[４－９] 
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５．任意の仕組みの活用 

当社は、任意の仕組みとして、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置します。 

[４－１０] 

 

（１） 当社は、取締役候補者・監査役候補者の指名や取締役の報酬等の決定過程における公正性・透

明性を強化するため、取締役会の下に、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会

を設置し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとします。 

指名・報酬委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の委員（うち過半数は独立社外取

締役）で構成します。[４－１０①] 

 

６．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 

当社は、その役割・責務を実効的に果たすために必要とされる知識・経験・能力を全体としてバラ

ンス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で取締役会を構成します。 

当社は、監査役として、財務・会計に関する適切な知見を有している者を１名以上選任します。 

当社取締役会は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、問題点の改善・強みの強化等

を行い、その機能の向上を図ります。[４－１１] 

 

（１） 当社は、当社グループの各事業や営業・生産・管理の各分野に精通した取締役と独立した客観

的立場から経営の監督を行うことができる独立社外取締役で取締役会を構成し、多様性を確保し

ます。 

当社は、迅速・果断な意思決定を可能とする取締役会の規模としては、定款で定める取締役１０

名以内が適切であり、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するためには、社外取締役を２

名以上選任することが必要と考えます。 

当社取締役会は、取締役としての必要な見識、能力、高い倫理観、公正さ、誠実さを有する人物

を、取締役候補者として指名します。 

取締役の選任にあたっては、代表取締役が作成した原案を、社外取締役を主要な構成員とする指

名・報酬委員会において審議した後、取締役会で決定し、取締役の選任議案を株主総会に付議しま

す。[４－１１①] 

 

ア．当社は、取締役・監査役がその役割・責務を果たすために必要とされる時間・労力を適切に振 

り分けることができるよう、他の上場会社の会社役員（取締役、監査役又は執行役）を兼務する 

場合には、事前に取締役会の承認を要することとします。 

取締役及び取締役候補者の重要な兼職の状況は、株主総会招集通知の参考書類や事業報告等に 

おいて開示します。[４－１１②] 

 

イ．当社取締役会は、毎年、各取締役・監査役の自己評価等を参考にしつつ、取締役会全体の実効 

性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。[４－１１③] 
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７．取締役会における審議の活性化 

当社取締役会は、自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成に努めます。[４－１２] 

 

（１） 当社取締役会は、取締役会における審議の活性化を図るため、以下の点に留意した会議運営を

確保します。[４－１２①] 

① 取締役会資料は、事前に取締役・監査役へ配布すること。 

② 必要に応じて、追加資料の提供、直接補充説明等の情報提供に努めること。 

③ 事業年度末に開催する取締役会において次年度の年間スケジュールを確定し、各取締役 

に通知すること。 

④ 審議項目数及び開催頻度を適切に設定すること。 

⑤ 審議時間は十分に確保できるよう審議項目の整理や開催時間の変更等の対応を行うこと。 

 

８．情報入手と支援体制 

当社取締役・監査役は、その役割・責務を果たすため、必要に応じて、会社に対して追加の情報提

供を求めることとします。 

当社は、取締役・監査役による情報入手を支援するため、重要文書取扱規程に基づき、保存・保管

された取締役の職務執行に係る情報を、取締役・監査役が常時閲覧することができる体制を確保しま

す。また、当社監査役が、取締役会のほか、部門別グループ経営会議、ＣＳＲ・コンプライアンス委

員会等重要会議へ出席し、意見を述べることができる機会を確保します。更に、当社の取締役及び使

用人並びにグループ各社の取締役、監査役及び使用人が、法定の事項に加え、当社グループに重大な

影響を及ぼす事実、内部通報制度に基づき通報された事実等を直ちに当社監査役に報告をする体制を

整備します。加えて、当社監査役が、当社取締役及び使用人並びにグループ各社の取締役、監査役及

び使用人に対して、必要な情報の提供を求めることができる体制を構築します。 

当社は、監査役の業務の円滑な推進を可能とするため、監査役室を設置します。 

監査役室員の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する決定については、予め当社の監査役の同意

を得るものとします。監査役室員は、当社の監査役の職務を補助するにあたって、当社の監査役の指

揮命令にのみ服するものとします。 

当社取締役会・監査役会は、かかる体制の運用状況を監督し、各取締役・監査役への円滑な情報提

供の確保に努めます。[４－１３] 

 

（１） 当社取締役は、その役割・責務を実効的に果たすため、必要に応じて、会社に対して追加の情

報を求めることとします。 

 当社監査役は、その役割・責務を実効的に果たすため、法令に基づく調査権限の行使や監査室・

外部会計監査人との連携等によって、監査を行うために必要な情報の入手に努めます。 

[４－１３①] 

 

（２） 当社は、当社取締役・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等を請

求することができる体制を整備します。当社は、当該取締役・監査役の職務の執行に必要でない

と認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。[４－１３②] 
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（３） 内部監査部門である監査室は、内部監査の監査結果を取締役・監査役へ報告します。また、取

締役・監査役から特別に求められた事項についても監査を行い、その結果を当該取締役・監査役

に報告し、連携を確保します。 

また、社外取締役・社外監査役が必要な情報を入手し、社内との連絡・調整や互いの連携を適確

に行えるよう、経営戦略企画室・監査役室が対応します。[４－１３③] 

 

９．取締役・監査役のトレーニング 

当社取締役・監査役は、統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、

その役割・責務についての理解を深め、必要な知識の習得や更新等の研鑽に努めます。 

当社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行

う体制を整備します。 

当社取締役会は、かかる体制が適切に確保されているか否かを監督します。[４－１４] 

 

（１） 当社取締役・監査役は、就任時においては、その役割・責務の理解や当社の事業・財務・組織

等に関する知識の習得に努めるとともに、就任以降も継続的に、適切な更新に努めます。 

社外取締役・社外監査役が新たに就任する際には、当社グループの経営戦略、経営計画、事業内

容、財務内容等の説明や、当社グループの主要拠点の視察の機会を設け、当社グループに関する知

識の習得を支援します。[４－１４①] 

 

（２） 当社は、取締役・監査役が、会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責

務を適切に果たすために必要なトレーニングを受ける機会を継続的に提供することを基本方針と

します。[４－１４②] 

 

 

第６章 株主との対話 

 

１．基本的な考え 

当社は、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。当社取締役は、こ

うした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営

方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行います。また、株主を含むステ

ークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めま

す。[５] 

 

２．株主との建設的な対話に関する方針 

当社は、株主からの対話の申込みに対しては、必要に応じて、合理的な範囲で対応するよう努めま

す。当社取締役会は、株主との建設的な対話に関する方針を定め、株主との対話の促進に努めます。 

[５－１] 

 

（１） 当社は、株主との実際の対話の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえ
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た上で、ＩＲを管掌する取締役が、必要に応じて、合理的な範囲内で、面談に臨むことを基本と

します。[５－１①] 

 

（２） 当社取締役会は、以下の方針を定め、株主との建設的な対話の促進に努めます。[５－１②] 

① 株主との対話全般については、ＩＲを管掌する取締役がその統括を行い、建設的な対話 

の実現に努める。 

② 株主との対話を合理的にかつ円滑的に行うために、コーポレートコミュニケーション室 

をＩＲ専任部署とし、ＩＲに関連する部署間の連携に努める。 

③ 投資家説明会やＩＲ活動の充実に積極的に取り組む。 

④ 投資家等との対話を通じて得られた意見や質問等は、取締役会に対して適宜フィードバ 

ックを行う。 

⑤ 株主との対話に際しては、インサイダー取引防止を目的とした社内規程「内部情報管理 

及び内部者取引規制に関する規程」に従って、未公表の重要事実に関する情報を取扱い、

漏えい防止に努める。 

 

（３） 当社は、必要に応じて、期末の株主名簿をもとに実質株主判明調査を行います。[５－１③] 

 

３．経営戦略や経営計画の策定・公表 

当社は、経営戦略や経営計画の策定・公表にあたって、収益計画や資本政策の基本的な方針を示す

とともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために経営資源の配分等に関し具

体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明します。[５－２] 

 

 

第７章 改廃 

    

本基本方針の改廃は、取締役会の決議によることとします。但し、部署名の変更等の軽微な変更及び

他の規程等の改定による本旨の変更が伴わない変更等は、代表取締役の決定によることとします。 

 

 

※［ ］の数字はコーポレートガバナンス・コードの原則番号。 

 

制定：平成２８年３月２３日 

改定：平成２９年３月２３日 



 

資本政策の基本方針 

 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、次に掲げ

る３つの項目のバランスを保ちつつ資本政策を進めていくことを基本方針とい

たします。 

 

１．資本効率の向上 

内部留保資金ついては、将来の成長に繋がる分野への積極的な研究開発 

  投資・設備投資やＭ＆Ａによる事業拡大などに活用し、資本効率の向上に 

  努める。 

 

２．株主への還元 

株主還元ついては、当社の業績、連結決算の状況、中長期的な収益状況、 

設備投資計画、適正な内部留保額、配当性向などを総合的に勘案しながら、 

継続的・安定的に配当を行うこととする。 

また、経営環境の変化への対応や資本効率の向上等のため、必要に応じて、

自己株取得を検討する。 

 

３．財務健全性の維持 

株主資本については、継続的な成長投資と突発的なリスクへの備えを両 

  立できる十分な水準を維持することとする。 

 

４．本基本方針の改廃は、取締役会の決議による。 

 

別紙 １ 



 

政策保有株式に関する基本方針 

 

１．当社は、当社グループの取引関係を維持・強化し、中長期的な企業価値向

上につなげることを目的として、上場会社の株式を政策的に保有する。 

当社取締役会は、主要な政策保有株式について、保有目的を踏まえたリター

ンとリスクを毎年検証し、株式保有が取引関係の維持・強化を通じて当社の中

長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合には、保有を継続すること

とする。 

 

２．政策保有株式の議決権の行使については、当社の中長期的な企業価値向上

に資するか等合理的に判断した上で議決権を行使することを基本方針とする。 

 

３．本基本方針の改廃は、取締役会の決議による。 

別紙 ２ 



 

ＣＳＲ基本方針 

 

オエノングループは、自らの持続的成長と中長期的な企業価値の創出の達成

には、社会からの期待に応え、社会との信頼関係を構築していくことが不可欠

であると認識している。 

そして、オエノングループにとってのＣＳＲとは、グループ企業理念の下、

普遍概念である「顧客志向」・「収益志向」を判断の基礎として「よき企業市

民として誰のためにどう役立つのか」を考え、社会と共に環境・社会・統治の

問題に適切に対応し、社会の持続可能な発展に貢献することによって、社会と

の長期的な信頼関係を構築していくことであると考える。 

 

別紙 ３ 



 

役員報酬の決定に関する基本方針 

 

１．目的 

   当社は、優秀な人材の確保並びに当社グループの持続的成長及び中長期的な企業価値

の向上に向けた動機付けを目的として、報酬制度を定める。 

 

２．報酬水準 

   報酬水準は、同業他社や経済・社会情勢等を踏まえたものとする。 

 

３．報酬の構成 

報酬は、固定報酬と業績連動型報酬で構成する。 

 

４．取締役の報酬 

取締役の報酬は、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認さ

れた報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会が決定する。 

（１）社内取締役（社外取締役以外をいう） 

① 報酬は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた動機付け

を目的として、適切、公正かつバランスの取れたものとする。 

② 固定報酬は、役位・責任等に応じて決定する。 

③ 業績連動型報酬は、役位・責任と前年度の連結業績等に応じて決定する。 

（２）社外取締役 

① 報酬は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの考え

から、固定報酬のみとする。 

 

５．監査役の報酬 

監査役の報酬は、株主総会で承認された範囲内において、監査役会の協議により決 

定する。 

監査役の報酬は、固定報酬のみとする。 

 

６．改廃 

本方針の改廃は、取締役会の決議による。 

別紙 ４ 



 

取締役・監査役候補者指名方針 

 

１．取締役候補者指名方針 

当社は、取締役として必要な見識、能力、高い倫理観、公正さ、誠実さを

有する人物を、取締役候補者として指名する。 

これに加え、社内取締役候補者については当社の業務に関する知識、経験

を有する人物を、社外取締役候補者については経営に対する助言を可能とす

る知見や法律・会計・税務等のいずれかの分野における豊富な知識・経験を

有し、かつ、当社が定める「独立役員の独立性に関する基準」を充足する人

物を、それぞれ候補者として指名する。 

 

２．監査役候補者指名方針 

当社は、監査役として必要な見識、能力、高い倫理観、公正さ、誠実さを

有する人物を、監査役候補者として指名する。また、財務・会計に関する適

切な知見を有する人物を１名以上候補者として指名する。 

これに加え、社内監査役候補者については当社の業務に関する知識、経験

を有する人物を、社外監査役候補者についてはより客観的な意見表明を可能

とする知見や法律・会計・税務等のいずれかの分野における知識・経験を有

し、かつ、当社が定める「独立役員の独立性に関する基準」を充足する人物

を、それぞれ候補者として指名する。 

 

３．本基本方針の改廃は、取締役会の決議による。 

 

 

別紙 ５ 
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社外役員の独立性に関する基準 
 

当社は、社外役員候補者本人及び本人が帰属する企業・団体と当社及び当社子会社（以下、

「当社グループ」という）との間に、下記の独立性要件を設ける。なお、社外役員は、下記

に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本独立性要件に基づ

き、取締役会において独立性について検証する。 

 

１． 現在当社グループの取締役（社外取締役を除く。なお、社外監査役候補者にあっては

社外取締役を含む。）・監査役（社外監査役を除く。）・執行役員又は使用人でなく、

過去においても当社グループの取締役（社外取締役を除く。なお、社外監査役候補者に

あっては社外取締役を含む。）・監査役（社外監査役を除く。）・執行役員又は使用人

であったことがないこと。 

 

２． 最近５年間において、当社の主要な株主もしくは当社が主要な株主の取締役・監査役・

執行役員又は使用人であったことがないこと。 

  ※ 「主要な株主」とは、総議決権の１０％以上の株式を保有する企業等をいう。 

 

３． 当社グループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役・執行役員又は使用人で

ないこと。 

※ 「主要な取引先」とは、当社グループとの取引の支払額又は受取額が、当社グルー

   プ又は取引先（その親会社等及び重要な子会社等を含む。）の直近事業年度及び直近

   事業年度に先行する３事業年度にいずれかにおいて年間連結総売上高の２％以上を

   占めている企業をいう。 

 

４． 当社グループから多額の寄付又は助成を受けている法人・団体等の理事その他の業務 

執行者でないこと。 

※ 「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間１，０００万円又は寄付先の年

間総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう。 

 

５． 当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締

役、監査役、会計参与、執行役、執行役員でないこと。 

 

６． 最近３年間において、当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員であ

ったことがないこと。 

 

７． 上記６に該当しない弁護士、公認会計士、コンサルタント等であって、役員報酬以外

に、当社グループから多額の金銭その他財産を得ているものでないこと（但し、当該財

産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者）。 

※ 「多額の金銭」とは、個人の場合は、過去３年間の平均で年間１，０００万円以上

の金銭その他の財産上の利益、団体の場合は、過去３事業年度の平均で当該団体の年

間総収入の２％以上を超えることをいう。 

 

８． 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でな

いこと。 

別紙 ６ 
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（１）当社グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人である者。 

（２）過去において、当社グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であ 

った者。 

（３）上記２.～７.において就任を制限している対象者。 

※ 「重要な使用人」とは、部長職以上の使用人をいう。 

 

９． 本基準の改廃は、取締役会の決議による。 



 

株主との建設的な対話に関する方針 

 

１．株主との対話全般については、ＩＲを管掌する取締役がその統括を行い、

建設的な対話の実現に努める。 

 

２．株主との対話を合理的にかつ円滑的に行うために、コーポレートコミュニ

ケーション室をＩＲ専任部署とし、ＩＲに関連する部署間の連携に努める。 

 

３．投資家説明会やＩＲ活動の充実に積極的に取り組む。 

 

４．投資家等との対話を通じて得られた意見や質問等は、取締役会に対して適

宜フィードバックを行う。 

 

５．株主との対話に際しては、インサイダー取引防止を目的とした社内規程「内

部情報管理及び内部者取引規制に関する規程」に従って、未公表の重要事実

に関する情報を取扱い、漏えい防止に努める。 

 

６．本基本方針の改廃は、取締役会の決議による。ただし、部署名の変更等軽

微な変更および他の規程等の改定による本旨の変更が伴わない変更等は代表

取締役が決定することができることとする。 

 

 

別紙 ７ 


